
３月３日は
世界野生生物の日です

協力：（公社）日本植物園協会

ワシントン条約が1973年3月3日に採択されたことを記念して、

2013年に国連が3月3日を

「世界野生生物の日」
に制定し、普及啓発のために毎年世界中で様々なイベントを行っています。この日は野生動植

物が直面する、様々な課題に対して一人ひとりが考え、意識を高めていく機会です。

絶滅の危機に瀕している動植物を保護し、持続可能な利用をしていくためには世界共通のルー

ルが必要ですが、野生動植物の生命、未来を守るためには、個々の地域、事業者、そして皆様

一人ひとりの意識や取り組みが最も重要です。

2020年のテーマは

「地球上のすべての生命を維持する」
Sustaining All Life on Earth



知っていますか？ ワシントン条約 と 種の保存法

絶滅のおそれのある野生動植物が過度に国際取引

されることがないように輸出入を規制しています。

絶滅のおそれのある野生動植物の国内取引等を

規制しています。

種の保存法

輸出入 国内取引

ワシントン条約
（絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約） （絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律）

附属書Ⅱ・Ⅲ
(オウム、ラン等 約35,000種)

国内取引：原則禁止

国外 国内

国内希少野生動植物種

国際希少野生動植物種

ワシントン条約 附属書I

(コツメカワウソ、オニソテツ等 1,00０種以上)

対象種・詳しい手続きは、経済産業省（輸出入）・環境省（国内取引）のHPでご確認ください。

●販売・頒布を目的とした陳列・広告も原則禁止。
●以下の場合は、規制の対象外。
・学術研究又は繁殖等の目的で許可を受けたもの
・あらかじめ登録を受けたもの
・一部の科の繁殖させたもの 等
●罰則:５年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金等

■輸出入 ■国内取引

希少な野生動植物を

取引するときは
ルールを守りましょう!!

どのようなルールがあるのでしょうか？

輸出入：原則禁止

輸出入：商業目的の取引可能

（事前手続きが必要）



過剰な国際取引から
動植物を守るために

ワシントン条約

生きているものだけでなく、動植物を使った加工品も、ワシントン条約で保護されています。

保護されている動植物は、取引の際に必ず手続きが必要です。

象牙製品(印章・ピアノ等)については厳しく規制されています。特に注意が
必要です。

本資料及びワシントン条約のお問合せ先：

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部野生動植物貿易審査室

電話番号：０３－３５０１－１７２３

適正な取引が自然を守ります。
希少な野生動植物を取引するときはルールを守りましょう！

お土産は、動植物の種類によっては、個数や重量が少ない場合は規制対
象外の場合があります。詳しくはお問合せ下さい。
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